
日朝関係を俯瞰する   1

特集◆日朝関係を考える

日朝関係を俯瞰する
冷戦終焉後日朝関係の構造と課題（1）

平岩俊司
（南山大学）

はじめに

日本が本格的に北朝鮮との関係を作ろうとした
のは世界的な冷戦終焉の時であった。冷戦期の日
本と北朝鮮の関係は、本来同じ共産主義政党であ
る日本共産党が担うはずだったが、1968 年の青瓦
台襲撃未遂事件（北朝鮮工作員による大統領官邸
襲撃事件）に反発した日本共産党が徐々に北朝鮮
との距離を取ったため、北朝鮮は 1970 年代前後か
ら日本社会党との交流を深めた（2）。冷戦期に日本
の政権与党が北朝鮮と関係を持つことはなかった。

冷戦の終焉はそうした状況を一変させ、後に詳
述するように、1990 年、自民党の金丸信元副総
理が社会党の田辺書記長とともに北朝鮮を訪問し、
金日成主席との面会を経て、朝鮮労働党、自由民
主党、日本社会党の三党共同宣言が取り交わされ、
それに基づいて国交正常化交渉が開始された。政
権与党が北朝鮮と国交正常化交渉を始めたので
ある（3）。

日朝交渉は 1992 年の第 8 回協議で中断し、そ
の後断続的に協議は続いたが、次の大きな節目は、
2012 年の小泉純一郎総理の北朝鮮訪問だった。
日本の総理大臣としてはじめて北朝鮮を訪問した
小泉総理は、北朝鮮の最高指導者である金正日国
防委員長と会談を行い、日朝平壌宣言が採択され
た。これはこれ以降日本と北朝鮮の関係のプラッ
トフォームとなり、それを前提に形成された日本
の北朝鮮政策の原型は、日本で自民党から民主党
へ、さらにふたたび自民党へと政権交代が繰り返
されたにもかかわらず一貫して維持された。

本稿は、日本と北朝鮮の関係について、とりわ
け冷戦終結以降に焦点を当て、日朝それぞれに

とっての日朝関係正常化に対する意味、姿勢、課
題について整理し、日朝関係の構造を検討しよう
とするものである。

1．日本にとっての北朝鮮政策―4つの動機

日本に隣接する朝鮮半島が日本にとって重要で
あることは改めて指摘するまでもないが、朝鮮半
島が分断状態にあるため、通常の国、地域への向
き合い方とは異ならざるをえない。日本は 1965
年に韓国と国交正常化したが、北朝鮮とは未だに
国交がない。この北朝鮮について、日本外務省の
ホームページでは、「我が国は，日朝平壌宣言に
のっとり，拉致，核，ミサイルといった諸懸案を
包括的に解決し，不幸な過去を清算し，日朝国交
正常化を実現することを基本方針としています」（4）

とされている。日朝国交正常化を目指すというの
が日本の北朝鮮政策の目標といってよいが、その
動機として以下の 4 つを指摘できよう。

第一に、日本にとって北朝鮮との関係正常化は
残された戦後処理としての意味がある（5）。既述の
通り日本は、1965 年に韓国と国交正常化し、日
韓基本条約が取り交わされたが、この中で日本は
韓国を「朝鮮半島唯一の合法政府」としたため、
北朝鮮との国交締結を求める朝鮮総連や日本社会
党などの強い抵抗を受けたが、佐藤栄作首相は国
会で強行採決をした（6）。

その一方、佐藤首相は参議院で「北朝鮮との関
係については白紙の状態」（7）とた。将来の北朝鮮
との関係正常化の可能性を残したのである。

また、日本の政治家にとって、第二次世界大戦
以前の植民地統治に対する道義的責任があること
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は間違いないが（8）、一方で、中曽根康弘総理が主
張した「戦後政治の総決算」（9）や、安倍晋三総理
が第一次政権期に主張した「戦後レジームからの
脱却」（10）など、日本にとっての第二次世界大戦を
完全に終結させて国際社会の中でより積極的な役
割を果たす国にしたい、との政治家の野心がある
ことも指摘しなければならない。

第 2 に、安全保障上の問題である。1998 年 8
月のテポドン 1 号の発射実験は、それが日本列島
の上空を通過したこともあって、北朝鮮は安全保
障上の脅威として強く認識された。北朝鮮は宇宙
開発のための人工衛星打ち上げと主張したが、事
前通告もなく国際法上完全に不備のある飛翔体発
射は、技術的には弾道ミサイル技術と同じ意味を
持ち、日本にとって北朝鮮が日本に対する明確な
攻撃能力を持つ可能性を示すものであった（11）。

これ以降、北朝鮮の核・ミサイル問題は日本に
とって直接的脅威となっている。北朝鮮はこれま
で核開発と同時並行でミサイル技術の向上を目指
し、2017 年 11 月にはアメリカ全土を射程に入れ
る大陸間弾道弾（ICBM）の発射実験を成功した
と主張しており、同年 9 月の核実験で小型化にも
成功したと主張している。その後、2018 ～ 19 年
にかけて行われた米朝協議でも核ミサイル問題に
ついて合意に至らず（12）、2021 年からは国防 5 カ
年計画と称して軍事力の増強を図っている。

さらに、中国との関係から朝鮮半島は重要な意
味を持つ。北朝鮮に対する中国の影響力を考える
時、中国に一定の役割を果たしてもらう必要があ
る（13）。しかし、その一方で中国の軍事的膨張は
当該地域での懸念となっており、中国の北東アジ
ア地域における強大な影響力を考える時、朝鮮半
島のみならず中国を視野に入れた対応が必要とさ
れる。中国を含めた地政学的な観点から考えて北
朝鮮との関係は重要なのだ（14）。

そして第 3 に、日本人の生命の安全である。改
めて指摘するまでもなく日本にとって拉致問題の
解決は最重要課題の一つである。日本は拉致問題
について、日本の国家主権及び国民の生命と安全
に関わる重大な問題であるとしており（15）、2002
年の小泉総理の初めての訪朝で北朝鮮側が拉致を
認めて以来、一貫して日本の最重要課題として位

置づけている。拉致問題に対する北朝鮮の対応は
日本国民にとって不誠実に写り、拉致被害者家族
会に対する国民的同情、さらには超党派の拉致議
員連盟の活動など、日本の北朝鮮政策に大きく影
響を与えることになった。この問題は、もちろん
国際的な支援体制の形成は重要ではあるものの、
最終的には日朝二者間で協議しなければならない
問題である（16）。拉致問題以外にも海上での遭難
事故など、日本人の生命の安全に関わる問題を北
朝鮮と協議するためにも日本は北朝鮮との正常な
関係を必要としているのである（17）。

拉致問題以外にも、たとえば、1960 年代に日
本海で遭難し、後に北朝鮮で生存が確認された寺
越武志さんの案件（18）や、第十八富士山丸事件で
スパイ容疑をかけられ拘束された船長、機関長の
問題（19）など、これまでにも日本は日本人の安全
の問題をめぐって北朝鮮と交渉してきたし、今後
もそうした可能性は否定できない。

第 4 に、日本にとって北朝鮮に経済的チャンス
があることも指摘しなければならない。北朝鮮が
かりに改革開放を進めることになれば、日本に
とって大きなビジネスチャンスとなることは間違
いない。小泉総理の訪朝の際に北朝鮮が拉致問題
を認めた後、日本の国内世論が北朝鮮に対して厳
しくなり、独自制裁を繰り返した結果、日朝の経
済関係は激減し、さらに北朝鮮の弾道ミサイル発
射に対して日本政府は独自制裁を科した（20）。日
本は繰り返し北朝鮮に対して日朝平壌宣言に基づ
く日朝関係の回復が北朝鮮にとっても経済的チャ
ンスであることを主張してきたが、かりに日朝経
済関係が進めば日本にとっても経済的チャンスで
あることも事実である。たとえばレアアースなど
の地下資源は国際的にも関心の高い資源である。
現在は中国が独占している状況だろうが、かりに
条件が整って日本企業が参加する機会があれば日
本経済にも大きな意味があるだろう（21）。

以上のように、日本の北朝鮮政策の動機として、
残された戦後処理、安全保障、国家主権および日
本人の生命の安全、経済の 4 つに整理することが
できる。
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2．北朝鮮政策の 3つの要因

以上の 4 つの動機から日本は北朝鮮との関係を
模索してきたし、今後も 4 つの動機は変わらない
だろう。しかし、日本が無制限に北朝鮮との関係
正常化を目指すわけではなく、以下の 3 つの要因
によって日本の北朝鮮政策は拘束される。

第一に、国際環境要因である。たとえば、冷戦
期、西側陣営に属していた日本が単独で東側陣営
に属していた北朝鮮と関係を構築することはでき
なかった。こうした状況は日中関係も同様だった
が、米中接近によって陣営間の緊張は緩和し、陣
営を越えた関係構築を後押しする雰囲気が醸成さ
れた。これに従って日本は 1972 年に中国と国交
正常化した。冷戦期の日本外交にとってアメリカ
の東アジア政策が極めて大きな影響を及ぼしたこ
とは間違いないが、冷戦終結によって日本にとっ
ての国際環境はより複雑化し、アメリカのみなら
ず中国、ロシア、さらには国連をはじめとする国
際機関の動向が日本の対外政策に影響を及ぼすよ
うになった。しかし、北朝鮮がアメリカを自らの
対外政策の中心に置いている（22）ため、日朝関係
については、やはりアメリカの政策に規定される
ところが大きい。

ところで、日中国交正常化に際して問題となっ
たのは中国と分断状態にある台湾との関係である。
中国がハルシュタイン・ドクトリンを厳格に維持
しているため、台湾との断行が日本との国交正常
化の条件だった。それゆえ日本は台湾とは非政府
間の実務関係を維持することになるが、重要なの
は台湾がそれを受け入れたことである（23）。

既述の通り、日本が北朝鮮との関係を模索する
ためには、日中国交正常化同様、東西陣営間の緊
張緩和が必要不可欠だが、やはり同様に、分断国
家のもう一方の韓国がそれを受け入れる必要があ
る。この点、朝鮮半島の両政権は中国とは違い、
ハルシュタイン・ドクトリンの柔軟な適用との立
場で、両政権と国交を持つ国は多い（24）。それゆえ、
韓国か北朝鮮のいずれかを選択しなければならな
いという訳ではない。とはいえ、やはり日本が北
朝鮮との関係正常化するためには東西陣営間の緊
張緩和と韓国が日朝関係の進展を受け入れること

が必要だった。すなわち日朝関係は韓国の姿勢に
拘束されるのである。このように韓国が第二の
ファクターなのである（25）。

この二つの要因が揃ったのは朝鮮半島の冷戦終
結プロセスが始まったときだった。具体的には
1990 年の金丸元副総理が日本社会党の田辺書記
長とともに訪朝したことを契機とする日朝国交正
常化交渉開始のタイミングである。米ソ冷戦の終
焉によって、北東アジアにおいても冷戦の終結が
模索され、たとえば、1990 年 9 月には南北総理
級会談が開催され韓国と北朝鮮も関係改善した。
このような状況下、金丸訪朝に際して、「日朝関
係に関する日本の自由民主党、日本社会党、朝鮮
労働党の共同宣言（以下、日朝三党共同宣言）と
する」が採択され、翌 91 年から日朝交渉がスター
トするのである。

国際的に冷戦終焉の流れを受けて日本が北朝鮮
と関係を模索することは、北東アジアの平和と安
定に寄与するものであり、日本の北朝鮮政策の第
2 の動機に基づく行動といってよい。さらに、第
3 の動機である日本人の安全の問題もこのときの
日本にとっては重要だった。金丸・田辺訪朝団の
目的は、抑留されていた第 18 富士山丸の二人の
船員の釈放を実現し、日朝関係改善のための政府
間交渉の糸口をつける、というものであったが、
北朝鮮はさらに積極的姿勢を見せ、「国交正常化
にむける政府間の交渉を 11 月から開始する」こ
とを共同声明に盛り込むことを提案し、日本はそ
れに応じたのである。

これに対して韓国の反応は厳しかった。日本は
事前に金丸訪朝の目的を「第十八富士山丸の船員
二人の釈放と政府間対話の窓口を開くこと」と説
明していたからだ。金丸元自民党副総裁はソウル
を訪問して日朝協議について説明したが、盧泰愚
大統領は、日韓両国政府の間の「十分な事前協
議」が必要、日朝関係の発展が「南北間の対話
と交流の意味ある進展」に寄与しなければならな
い、として日本が韓国の管理外で北朝鮮との関係
を進展させることを警戒した。日本の北朝鮮政策
は韓国の許容が必要であることを示す事例といっ
てよい（26）。そもそも、韓国は 1988 年、盧泰愚大
統領は 6 項目からなる「民族自尊と統一繁栄のた
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めの特別宣言（以下、「7・7 宣言」とする）」を
発表し、日本，アメリカなどと北朝鮮の関係改善
に協力する、としていた（27）。ここで重要なのは
日本、アメリカが自由に北朝鮮との関係を構築し
てもかまわない、ということではなく韓国の「協
力」―すなわち韓国の「関与」が前提となってい
たことである。政権交代にもかかわらず、これは
韓国政権の基本的立場といってよい。

こうして日朝 3 党共同宣言に基づいて 91 年 1
月に開始された日朝国交正常化交渉は、初回会合
を平壌、2 回目の会合を日本で開催し、3 回目以
降北京で開催された。交渉では、安全保障問題、
過去清算問題、日本人行方不明者問題などが議題
とされたが思うような進展は見せず、1992 年 11
月の第 8 回協議で北朝鮮側が一方的に協議の打ち
切りを宣言した。この翌年の 93 年 3 月 12 日に
NPT からの脱退を宣言して第一次核危機に入る
こととなり、第一の要因が大きく変化し、日本が
北朝鮮との関係を構築することは難しくなった。

ところで、日朝協議が始まる過程では、日本の
国内政治が日本の北朝鮮政策を規定する第 3 の要
因であることがわかる。すなわち当時の金丸訪朝
について社会党が大きな役割を果たしていた。そ
もそも、金丸訪朝は、その準備段階から社会党が
大きな役割を演じた。90 年 5 月初めに社会党の
深田肇国民運動局長が訪朝して、北朝鮮側が金丸
氏を団長とする自民党代表団を受け入れる意向を
確認し、7 月中旬には社会党の久保亘副委員長が
訪朝し、「自民党と社会党と朝鮮労働党の三党で
交渉し、しかるのちに政府間に舞台を移す」とい
う方式に合意した。また、9 月初旬、南北首相会
談が開催されるのと並行して、自民・社会両党の
先遣隊が平壌を訪問して最終的に金丸・田辺代表
団の訪朝が決定したのである（28）。

これ以降も日本の国内政治によって日本は北朝
鮮との関係を模索することになる。1994 年社会
党が自民党と連立し、村山政権が誕生するのが、
1995 年、激しい水害によって食糧不足に苦しむ
北朝鮮からの食料支援要請の要請を受けた村山政
権は、渡辺道雄を団長とする自民党・社会党・新
党さきがけの 3 党代表団を訪朝させた。代表団は
92 年に中断していた国交正常化交渉再開を模索

するが、結局 50 万トンの食料支援を行っただけ
で交渉再開には至らなかった。さらに、99 年 12
月に村山元首相を団長とする超党派の訪問団が北
朝鮮を訪れ、国交正常化交渉の再開で合意し、
2000 年 4 月に第 9 回国交正常化交渉が開催され
た。協議は第 11 回まで開催されたが、結局、日
朝双方は合意に至ることはできず、日朝国交正常
化交渉は中断した（29）。

以上のように、日本の北朝鮮に対する姿勢は、
3 つの要因である国際社会の雰囲気、韓国の姿勢、
さらには日本国内政治の状況によって規定される
という構造にある。こうした構造はその後も基本
的には変わらないが、小泉総理の訪朝は日朝関係
を大きく動かすこととなり、拉致問題への日本国
民の関心が強まり、第 3 の要因である国内の雰囲
気は、単なる日本の国内政治にとどまらず、国民
世論の影響をきわめて大きくする契機となった。

3．北朝鮮にとっての 5つの動機と課題

ところで、一方、北朝鮮にとっての日本との関
係はどのような意味を持っているのだろうか。既
述の通り朝鮮半島は日本の植民地統治下にあった
が、北朝鮮の初代最高指導者となる金日成はその
植民地統治に抵抗して日本軍に対して大打撃を与
え独立を勝ち取ったというのが北朝鮮の歴史であ
り、これこそが金日成政権の正統性の源泉と言っ
てよい（30）。それゆえ日本に対しては勝者として
賠償を求める、ということになる。その具体的な
目的は 1991 年から始まる日朝国交正常化交渉で
の北朝鮮の姿勢に集約されていると言ってよい（31）。

既述の通り、日朝交渉は日朝 3 党共同宣言に基
づいて翌 91 年から開始されたが、交渉過程から
見れば、北朝鮮にとってまず、第 1 に、植民地統
治を受けた立場から自らの名誉回復こそが最大の
動機といってよい。北朝鮮は日朝交渉の過程で、
日本に対して公式謝罪を要求した。日本は当然謝
罪しなければならない、というのが北朝鮮の一貫
した立場と言ってよい。

次に、植民地統治に対する「賠償」が第 2 の動
機であろう。この問題は日朝交渉の中心的な議題
であるが、北朝鮮にとっては植民地統治下におけ
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る損害賠償は当然得られるものとの立場である。
次に詳述する小泉総理の北朝鮮訪問に際して取り
交わされた日朝平壌宣言では、国交正常化の後の

「経済協力」が約束されている。日本が韓国と国
交正常化した際に、日本は、1910 年の韓国併合
が当時の国際法違反にあたるものではない、との
立場から「賠償」ではなく経済協力方式を求め、
韓国はそれを受け入れたが、分断国家の一方であ
る北朝鮮にも同様の経済協力方式を求め、北朝鮮
もこれを受け入れた。北朝鮮としては第 1 の動機
との関連からも「賠償」を日本側に受け入れさせ
たかったであろうが、日韓国交正常化の事例を考
えたとき、日本側がそれを受け入れる可能性は全
くなかった。それゆえ北朝鮮は現実的な対応とし
て経済協力方式を受け入れたといってよい（32）。

そして第 3 に安全保障の問題がある。北朝鮮は、
日米韓の協力体制を警戒せざるを得ない。もとよ
り、その時々の米朝関係、南北関係によって北朝
鮮にとっての日米韓の意味合いは変化するが、北
朝鮮にとって日米韓関係の強化は構造的に北朝鮮
にとっての警戒対象となる（33）。そのような構造
の中にあって日本との関係を正常化することがで
きれば、日米韓の協力体制の意味を低下させるこ
とができ、結果として自らをとりまく安全保障環
境は北朝鮮にとって有利なものとすることができ
る、との思いがあると言ってよい。また、たとえ
ば小泉政権期のように日本がアメリカに影響力を
行使しうる状況下であれば、日本を通してアメリ
カとの関係を模索することも広い意味での安全保
障分野での目的と言ってよい。

さらに、韓国との関係についても北朝鮮にとっ
ては重要な意味を持つ。そもそも、日朝交渉の開
始は冷戦の終焉プロセスの中で始まったが、韓国
が北朝鮮の後ろ盾であったソ連、中国と国交正常
化したにもかかわらず、北朝鮮は韓国の同盟国で
ある米国とも友好国である日本とも関係正常化で
きずにいる（34）。このような状況は韓国との関係
で自らが劣勢を強いられていることになる。日本
との関係を正常化することができれば南北関係で
ある程度バランスをとることができる（35）。これ
が第 4 の動機である。

また、第 5 の動機として在日朝鮮人の地位向上

があるだろう。日朝関係を正常化する過程で北朝
鮮を支持する在日朝鮮人の立場を改善することが
できれば支持をつなぎ止めることができるし、さ
らには北朝鮮への物心両面の支持に繋がるとの思
いがあるだろう（36）。

北朝鮮は以上の 5 つの動機から日本との関係を
正常化しようとする。しかし、北朝鮮がこうした
目的を達成するためにはやはり課題が存在する。
その最も大きな課題は、拉致問題である。拉致問
題について日本側が受け入れられる状況にならな
ければ日朝関係の正常化は進まない（37）。これが
第 1 の課題だ。さらに核ミサイル問題の進展も不
可欠である。そもそも日朝関係を正常化する日本
の動機から考えても核ミサイル問題の進展は重要
だが、日朝関係を正常化するための国際的環境を
考えれば核ミサイル問題の進展がなければアメリ
カ、韓国、さらに国際社会はそれを是としないだ
ろう。だからこそ、核ミサイル問題の進展が不可
欠であり、これが第 2 の課題となる（38）。さらに、
韓国の承認は不可欠だろう。日本は 1965 年に韓
国と国交正常化したが、韓国の立場からすれば日
朝関係の正常化は、自らの政権の正統性に関わる
問題である。その意味で、既述の「7・7 宣言」
は大きな意味があった。盧泰愚大統領は宣言で「北
朝鮮がアメリカ、日本などわが友邦との関係を改
善するのを共助する用意」があるとしたのである。
もっとも、こうした姿勢はそのときどきの韓国の
政権によって姿勢が変化する。北朝鮮に対して関
与政策をとる政権であれば日朝関係の正常化は歓
迎しうるが、抑止政策をとる政権であれば日朝関
係の正常化は北朝鮮に間違ったメッセージを与え
ることになる、との立場から反対と言える（39）。
これが第 3 の課題ということになる。

このように北朝鮮にとって日本との関係正常化
は自らが求めるものではなく日本側が当然対応し
なければならない日本側の義務との立場であろう
が、そこで得られる目標を達成するためにはこの
ような 3 つの課題がある。そのうち第 1 と第 2 の
課題は自らの姿勢が重要になるが、第 3 の課題は
韓国の政権の北朝鮮に対する姿勢によって規定さ
れるという構造にあると言える。
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4．	小泉訪朝と 6者協議―国際社会とのゴール
共有

2002 年 9 月 17 日、小泉純一郎総理は日本の総
理としてはじめて北朝鮮を訪問し、金正日国防委
員長と会談をおこない、日朝平壌宣言に署名した。
小泉総理は訪朝の目的について、国交正常化交渉
を再開できるかどうかを判断すること、と繰り返
し主張していたが、日朝国交正常化交渉再開の条
件は、北朝鮮が国際社会との間に抱えている問題

（具体的には核・ミサイル問題などの安全保障問
題）と日朝二国間にある問題（具体的には拉致問
題、不審船問題）を解決する意思が北朝鮮側にあ
るかどうか、であった。首脳会談で両首脳は、ま
ず安全保障問題について、北東アジア地域の平和
と安定を維持・強化するために互いに協力してい
くことを確認し、金正日国防委員長は、2003 年
以降もミサイル発射実験を凍結する意向を表明し
た。さらに日本人拉致問題について、金正日国防
委員長は、これが北朝鮮関係者による事件であっ
たことを認めて謝罪し、関係者の処罰と再発防止
を約束した。会談では日本による朝鮮半島の植民
地統治についても議論され、日朝平壌宣言が採択
された。拉致・核・ミサイルなどの懸案問題が解
決された後、日本と北朝鮮は国交を正常化し、国
交正常化の後に日本が北朝鮮に対して大規模な経
済協力を行う、との内容だった（40）。

交渉に臨むにあたって北朝鮮はどのような立場
であっただろうか。既述の通り、第 1 の動機であ
る名誉の問題は、「拉致問題」についての責任を
認めることで自らの日本に対する優位な立場は揺
らぐこととなる。さらに、第 2 の動機である「賠
償」の問題についても既述の通り経済協力方式を
受け入れることとなった。この 2 つについて自ら
譲歩した理由としては、第 3 の安全保障の問題―
すなわちアメリカのブッシュ政権の北朝鮮に対す
る強硬姿勢を緩和させるために日本との関係構築
が必要、との立場だったと言ってよい。それほど
当時の北朝鮮にとってはアメリカの姿勢に対する
懸念が強かったと言ってよい。

しかし、拉致問題は北朝鮮の思惑とは違う展開
を見せ始めた。北朝鮮側から提供された拉致被害

者の安否情報が、5 名生存、8 名死亡であったこ
とは日本にとって衝撃的であったが、死亡したと
報告された被害者の死亡原因などがきわめて不明
瞭で被害者の家族として到底受け入れられる内容
ではなかった。北朝鮮側のこの姿勢を不誠実と受
け止めて憤った日本の国民世論は、北朝鮮に対し
て厳しく臨み、北朝鮮に拉致被害者の全員帰国を
求めるべき、との声を強めたが、小泉総理は日朝
平壌宣言に則って日朝国交正常化交渉を再開し、
拉致問題を含めて交渉の過程で解決を目指そうと
したと言ってよい（41）。

ところが、小泉総理の訪朝の翌 10 月、北朝鮮
を訪問したアメリカのケリー国務次官補が北朝鮮
側に対して高濃縮ウラン計画による核開発の懸念
を伝えたところ、姜錫柱北朝鮮外務次官は高濃縮
ウラン計画を認め、「核兵器もしくはそれ以上の
ものを持つようになった」と発言したため第 2 次
核危機は始まった（42）。核・ミサイル問題は日本
にとってもきわめて重要な問題ではあるが、日朝
交渉再開のタイミングで第 1 の国際要因が大きく
変化したのである。ところが、拉致被害者の家族
会は 5 名を北朝鮮に戻さないことを求め、日本も
これに応じたため、北朝鮮は日本に対して合意違
反である、として反発し、その後行われた第 12
回国交正常化交渉でも拉致被害者の扱いについて
日朝の立場の違いは埋まらなかった（43）。これ以
後、拉致被害者の家族会や超党派の拉致議員連盟
も北朝鮮に対して厳しく臨むことを求めた。こう
して、第 3 の要因である日本の国内状況は北朝鮮
との交渉に否定的な状況が続くことになる。

日朝平壌宣言のとおり、日本が北朝鮮と関係正
常化するためには、拉致問題に象徴される日朝二
国間の問題と、核・ミサイルのような国際社会と
北朝鮮の間の問題の二つが解決しなければならな
い。ところが、拉致問題の解決と核・ミサイル問
題の解決は必ずしもシンクロナイズしない。問題
なのは、核ミサイル問題が進展したとき、拉致問
題が進展しないと、拉致問題が取り残されてしま
う。一方、核ミサイル問題が停滞したとき、かり
に拉致問題が進展したとしても国際社会からは制
限がかかる。拉致問題と核ミサイル問題を連携さ
せるか切り離すかは日本にとって重要な問題と
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なったのである。
結局、日本は拉致問題と核ミサイル問題を切り

離すことなく包括的な解決を目指すとし、拉致問
題の解決のために、そして核ミサイル問題の解決
のためにも、北朝鮮に対して「対話」のみならず

「圧力」が必要、との姿勢をとることとなり（44）、
拉致・核・ミサイルの諸問題について包括的解決
が目指し、そのために国際的連携を強化し、「対
話」と「圧力」をバランスよく使いながら北朝鮮
に姿勢変化を求めていく、という現在につながる
日本の北朝鮮政策の原型ができあがった。

とはいえ、拉致問題については日朝二国間での
協議が前提となるため、いかにして国際社会と連
携していくかは日本にとって難しい課題となった。
2003 年 8 月に始まった北朝鮮の核問題をめぐる 6
者協議（45）でそれが際だったのである。

国際社会は核問題を中心に扱おうとしたが、日
本としては、核・ミサイル問題が先行して拉致問
題が置き去りにされることを避けなければならな
かった。日本としては拉致問題の進展が無い限り
北朝鮮に対して厳しい姿勢で臨むべき、との日本
の国民世論があるため、6 者協議で応分の役割を
果たすためにも拉致問題の進展は必要不可欠だっ
た。2003 年 8 月の第一回会議、2004 年 2 月の第
二回会議では当然核問題が中心的議題であったが、
日本側代表は拉致問題解決の重要性を訴えたが、
基本的には日朝個別の協議で扱われた（46）。水面
下の交渉もあり、2004 年 5 月には小泉総理が 2
回目の北朝鮮訪問を行い、先に帰国した拉致被害
者の家族 5 名を日本に連れてきた（47）。日本とし
ては、6 者協議で引き続き拉致問題の解決が不可
欠とする日本の立場を主張して関係国に理解を求
め、さらには問題意識を共有してもらうことを目
指すと同時に、個別のチャンネルを利用しながら
拉致問題の解決を目指すこととなる。

このような状況下、第 4 回 6 者協議で日本は拉
致問題を共通の目標に設定することに成功した。
共同声明では、北朝鮮が非核化に応じ、米朝関係
の正常化が目標となることと同時に「朝鮮民主主
義人民共和国及び日本国は、平壌宣言に従って、
不幸な過去を清算し懸案事項を解決することを基
礎として、国交を正常化するための措置をとるこ

とを約束した」との表現が盛り込まれた（48）。こ
れにより、日本は拉致と核・ミサイルを連動させ
ることに成功した。ところが二つの問題を連動さ
せたが故に、核・ミサイル問題が進展すると、そ
れに応じた北朝鮮への経済協力で日本の応分の負
担が求められ、関係国から拉致問題の解決を強く
求められる状況が生まれたのである（49）。

5．日朝関係―ストックホルム合意と安倍政権

残念ながら北朝鮮は 6 者協議の過程の 2006 年
10 月に初めての核実験を行い、北朝鮮の挑戦を
阻止することはできず、その後 2008 年 12 月に開
催された 6 者協議首席代表者会合を最後に中断し
ている。これ以後、アメリカでオバマ政権が誕生
し、オバマ政権が当初北朝鮮との対話を模索して
閏合意を達成するも、北朝鮮が人工衛星発射実験
と称して事実上の ICBM 発射実験を行ったこと
もあり、戦略的忍耐として北朝鮮が姿勢変化する
まで対応しない、との立場を取った（50）。そのため、
日本が過度に北朝鮮に融和的な政策をとらない限
り国際社会が日本の政策を制限することはなかっ
たし、韓国も同様だった。それゆえこれ以降の日
本の北朝鮮政策は第 1 の要因である国際関係の雰
囲気、第 2 の要因である韓国の姿勢よりも第 3 の
国内要因によって決定されることとなる。その事
例が次に詳述するストックホルム合意である。

これまでの経緯から拉致問題のみを議題として
北朝鮮を交渉に応じさせることが難しいため、日
本は拉致問題と人道問題を連携させることによっ
て北朝鮮を交渉に応じさせようとした。そうした
日本の北朝鮮に対する働きかけは民主党政権期か
ら始まっていた。第二次世界大戦前北朝鮮で死亡
した日本人の遺骨の返還問題、遺族の墓参問題な
ど、水面下で交渉が進んでいたが、2011 年 12 月
の金正日急逝で一旦はそうした動きがストップし
た。2012 年 4 月に金正恩体制スタートすると再
び協議はスタートし、同年 8 月に日朝赤十字会談
が開催され、その後、政府間協議が行われたが、
同年 12 月に、北朝鮮が人工衛星打ち上げと称し
て長距離弾道ミサイル発射を行ったため協議は中
断した。
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その後、今度は日本で政権交代がおこり安倍政
権が発足した。安倍政権は水面下で北朝鮮と交渉
を続け、2013 年 3 月には 1 年 7 ヶ月ぶりに日朝
赤十字会談が開催され、その後政府間協議に場を
移し、2014 年 5 月、それまで拉致問題は解決積み、
としてきた北朝鮮が、拉致問題の再調査に応じた。
安倍政権は北朝鮮の対応次第では国交正常化まで
踏み込む覚悟を示したため北朝鮮もそれまでの姿
勢を変えた。それがいわゆる「ストックホルム合
意」だ（51）。

ストックホルム合意では、①日本人遺骨問題、
②残留日本人・日本人配偶者、③拉致被害者、④
行方不明者（日本側が求める特定失踪者について
はここに含まれる）の四つについて、北朝鮮が特
別調査委員会を立ち上げて再調査を行い、生存者
については帰国させる方向で協議をする、とされ
た（52）。この四つは、日本にとってはまさに第 3
の動機である人道問題としてすべて重要な問題だ
が、拉致問題だけでなく、日本人遺骨問題、残留
日本人・日本人配偶者が入ったことで、北朝鮮は
受け入れやすかっただろう。

こうして、北朝鮮が特別調査委員会を設置して
調査を開始し、日本は同じタイミングで独自制裁
の一部解除した。しかし、北朝鮮が①日本人遺骨
問題、②残留日本人・日本人配偶者を優先しよう
とし、一方日本は拉致被害者での進展が不可欠と
の立場だったため、協議は必ずしも順調に進まな
かった。こうして協議は膠着状態にあったが、北
朝鮮が 2016 年 1 月から核実験、弾道ミサイル発
射実験を行ったため、日本が 16 年 2 月、新たな
独自制裁を決定した。具体的には、人的往来の規
制、北朝鮮への送金・その他金銭支払いの制限、
全ての北朝鮮籍船舶入港禁止、資産凍結の対象拡
大などの措置をとった（53）。北朝鮮はこれに反発
し、再調査の全面中止と調査委員会の解体を一方
的に発表したのである（54）。

北朝鮮が核実験を行ったことにより、第 1 の要
因である国際的雰囲気が大きく変化し、日本もそ
れに応じて北朝鮮への独自制裁を再開したため、
北朝鮮も再調査を中止してストックホルム合意は
宙に浮くこととなる。さらに第 3 の要因である国
内の状況も再調査が遅々として進まない状況に不

満を持ち、北朝鮮との交渉についても批判的な雰
囲気があらわれ、そうした状況下に核実験が行わ
れたことから、「対話」から「圧力」にシフトす
ることになる。

6．トランプ政権の登場と日本の北朝鮮政策

オバマ政権の最後の年、北朝鮮は米国の新政権
が誕生するまでに可能な限り核・ミサイルの能力
を向上させようとした。アメリカ大統領選挙の年
である 2016 年 1 月、9 月の 2 回にわたって核実
験を行い、人工衛星打ち上げと称する事実上の長
距離弾道ミサイル、潜水艦型弾道ミサイル、短距
離・中距離弾道ミサイルなど 13 回の発射を繰り
返した（55）。しかし、大統領選挙の結果、トラン
プ候補が当選すると、北朝鮮はトランプ政権の北
朝鮮政策がどのようなものになるのかを見極める
ように、核・ミサイル発射を止めた。

こうしてトランプ政権が北朝鮮に対して厳しい
姿勢で臨むことが明らかになると再び核・ミサイ
ル実験を再開した。2017 年には、9 月に核実験、
2 月以降、16 回に渡る各種のミサイル発射実験、
11 月 29 日には ICBM 火星 15 の発射実験をおこ
ない、北朝鮮は、これでアメリカ全土を射程に入
れたとし、9 月に行った核実験とあわせてアメリ
カに対する核打撃力を手に入れた、とした（56）。
もっとも実際には核兵器の小型化、弾道ミサイル
の再突入技術など、多くの課題があるとされるが、
これをもって北朝鮮は翌 2018 年から対話路線に
舵を切る（57）。

この時期、第 1 の要因である国際環境、第 2 の
要因である韓国の姿勢、そして第 3 の要因である
日本国内の状況はすべて北朝鮮に対して厳しく向
き合うべき、というものであった。それゆえ、日
本は北朝鮮に「最大限の圧力」を加えることにな
る（58）。とりわけ、2017 年の国連総会で安倍総理
は「対話による問題解決の試みは、一切が無に帰
した。何の成算あってわれわれは、三度、同じ過
ちを繰り返そうというのでしょう」「必要なのは
対話ではない。圧力なのです」としていた（59）。

ところが、2018 年から北朝鮮が対話路線に転
じ、トランプ大統領がそれに応じると、安倍総理
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の発言も大きく変化する。まず、3 月にトランプ
大統領が金正恩委員長との首脳会談に応じると発
表した後、日本の姿勢は変化することになる。ト
ランプ大統領によると、安倍総理はそれまでの

「対話のための対話は意味がない」との姿勢を変
えて北朝鮮との会話（talk）に「非常に熱心（very 
enthusiastic）」だとツイートした。さらに初の米
朝首脳会談の直前、G7 シャルルボワ・サミット
出席についての内外記者会見で安倍総理は拉致問
題が解決すれば「経済協力を行う用意がある」と
言明した（60）。

さらに、2018 年の国連演説では「いまや北朝
鮮は歴史的好機をつかめるか否かの岐路にある」

「拉致問題を解決するため、私も北朝鮮との相互
不信の殻を破り、新たなスタートを切って金正恩
委員長と直接向き合う用意があります」としたの
である（61）。前年の国連総会では「必要なのは対
話ではない。圧力なのです」としていたことを考
えれば大きな変化である。

トランプ大統領の姿勢変化は日本にとっての第
1 の要因が大きく変わることを意味し、日本とし
てはその条件下で最大限の効果を得られるよう対
応したと言ってよい。さらに米朝首脳会談に象徴
される 2018 年以降の対話の雰囲気は、韓国のイ
ニシアティブで形成されたものであるから、第 2
の要因である韓国の姿勢は、日朝関係の進展を歓
迎することになる。そして第 3 の要因である日本
国内の雰囲気は、米朝首脳会談、南北首脳会談、
中朝首脳会談が繰り返される状況下、拉致被害者
家族会も北朝鮮との対話を求め（62）、日本だけが
金正恩委員長と会談ができないことへの懸念の声
も上がり、すべての要因が北朝鮮と「対話」すべ
きとの方向性で一致することになる。

こうして安倍政権は姿勢を変化させたが、軍事
力の行使を否定している日本が、単独で「圧力」
路線を維持できないことも安倍政権が北朝鮮に対
する姿勢を変化させた大きな理由と言ってよい。
日本が単独で行使できる「圧力」は経済制裁のみ
だが、そもそも、2006 年以降、段階的に北朝鮮
に対する独自制裁（63）を科した結果、北朝鮮の日
本に対する経済的依存は低下したため日本が単独
で行使しうる有効な「圧力」は無くなっていたと

言わざるを得ない。もちろん、国連決議に基づく
経済制裁の履行状況の検証作業などでは引き続き
厳しい姿勢を取りつつも、従来から「対話」によ
る解決を目指すとしてきた中国、ロシアのみなら
ずアメリカ、韓国も「対話」による問題解決を目
指すという環境の中で、日本にとっての選択肢は

「対話」以外なかったとも言える。
この後、トランプ大統領と金正恩委員長の関係

は維持されるものの、米朝協議は進展せず、2019
年 2 月の第二回米朝首脳会談が事実上決裂した後
も「対話」を求める日本の姿勢は変らなかった。
2019 年 3 月には 11 年間続けてきた国連人権理事
会で対北朝鮮非難決議案の提出を見送り（64）、ま
た外務省の『外交青書』2019 年版から「圧力を
最大限高める」との文言が削除された（65）。さら
に安倍総理は『産経新聞』（5 月 2 日付）のイン
タビューに答え「日朝間の相互不信の殻を打ち破
るためには、私自身が金委員長と直接向き合う以
外はない。ですから条件をつけずに金委員長と会
い、率直に、また虚心坦懐に話し合ってみたいと
考えています」、としたのである（66）。

さらに 2019 年の国連総会では「トランプ大統
領のアプローチを日本は支持します。首脳同士が
胸襟を開き、未来に光明を見て目前の課題を解こ
うとするやり方は北朝鮮を巡る力学を変えました。
私自身、条件を付けずに金正恩委員長と直接、向
き合う決意です（67）」としたのである。

結語

日本にとって 4 つの動機は変わらない。しかし、
3 つの要因によって日本の北朝鮮に対する姿勢は
規定される。一方の北朝鮮にとっても 5 つの動機
は変わらないが、3 つの課題があることは既述の
通りであり、とりわけ第 1 の課題は自らが姿勢変
化しない限り解消されないし、第 2 の課題につい
ても国際社会が核問題についての姿勢を変えない
ことを前提にすれば、自らが姿勢変化しない限り
解消されない。そして第 3 の課題は北朝鮮の姿勢
次第、ということになる。それを象徴する事例が
岸田内閣で発生した。

2018 年以降、3 回にわたる米朝首脳会談、3 回
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にわたる南北首脳会談、5 回にわたる中朝首脳会
談、そして 2019 年にプーチン大統領と金正恩委
員長も会談を行ったため、唯一日本だけが取り残
されているとの印象の中で、日本の国内的雰囲気
も日朝関係を進展すべきとの声が強まった。とこ
ろが、アメリカの大統領選挙でバイデン政権が登
場し、米朝関係は低調となった。さらに韓国の尹
錫悦政権の誕生によって、日本にとっての 3 つの
要件が大きく変わることとなった。

このような環境下、2023 年 5 月 27 日、岸田文
雄首相は、北朝鮮による拉致問題の解決を訴える
国民大集会で、金正恩総書記との会談を早期に実
現するため、「私直轄のハイレベルで協議を行っ
ていきたい」と意欲を示したのに対して、北朝鮮
のパク・サンギル外務次官が「日本が新たな決断
を下し、関係改善の活路を模索しようとするなら、
朝日両国が会えない理由はない」としたため、日
朝関係の進展の可能性が指摘された。韓国紙の東
亜日報は 7 月 3 日、複数の情報消息筋の話として、
日本と北朝鮮の実務者が 6 月に中国やシンガポー
ルなどで 2 回以上の接触をしていたと報じた。さ
らに 24 年 2 月になると金与正副部長が「日本が
われわれの正当防衛権について不当に言い掛かり
をつける悪習を払拭し、解決済みの拉致問題を両
国関係展望の障害物として置かなければ、両国が
近くなれない理由がないだろうし、首相が平壌を
訪問する日が訪れることもあるだろう」（2024 年
2 月 15 日）、としたため再び日朝関係に注目が集
まった。さらに金与正副部長は 3 月になると「岸
田首相は別のルートを通じて、可能な限り早い時
期に朝鮮民主主義人民共和国国務委員長に直接会
いたいという意思を私たちに伝えてきた」「私た
ちの主権的権利行使に干渉しようとし、これ以上
解決することも、知る術もない拉致問題に拘泥す
れば、首相の構想は人気取りに過ぎないという評
判を避けられないだろう。」「私たちの主権的権利
と安全利益を尊重すれば、朝鮮民主主義人民共和
国の自衛力強化はいかなる場合にも日本に安全保
障上の脅威となることはない。」（25 日）としたが、
林官房長官がすぐに「拉致問題がすでに解決され
たとの主張は全く受け入れられない」日朝平壌宣
言に基づいて拉致・核・ミサイルの諸懸案を包括

的に解決し国交正常化を目指すとの「方針に変わ
りはない」と述べた。

これにたいして金与正副部長すぐさま「わが政
府は日本の態度をいま一度明確に把握したし、
従って結論は日本側とのいかなる接触も交渉も無
視し拒否するであろう。朝日首脳会談は、わが方
にとって関心事ではない」としたのである。

3 月 27 日、林官房長官「すべての被害者の一
日も早い帰国実現に向けて全力で果敢に取り組
む」と強調した。

興味深いのは韓国の反応だ。韓国外交省は 25
日、「韓米日は北朝鮮を非核化の道に復帰させる
ため緊密に連携している」との声明を出し、結束
をアピールすることで日朝関係について牽制した
のである。尹錫悦政権の北朝鮮に対する姿勢は、
人権問題を前面に据えて厳しく向かい、北朝鮮の
社会変化に注目して北朝鮮の人々に働きかけ、「自
由民主主義による統一」を目指すとしている（68）。
それを前提とすれば、日本が個別に北朝鮮との関
係を模索すれば尹錫悦政権が進める北朝鮮政策に
とってマイナスに働く、との懸念があるだろう。
だからこそ核問題をめぐる日米韓の結束を強調す
るのである。

日本にとってはバイデン政権期、米朝関係が低
調なことから、第 1 の要因は日朝関係の進展につ
いて慎重に臨むこととなった。さらに文在寅政権
期追い風となっていた第 2 の韓国要因は尹錫悦政
権の北朝鮮姿勢にともないやはり慎重ならざるを
得ない状況にある。そして第 3 の日本の国内要因
は、国際的に北朝鮮問題の関心が低下しており、
さらには北朝鮮側が基本姿勢を変えていないこと
を前提とすれば、必ずしも日朝関係を期待する雰
囲気ではない。また、家族会も北朝鮮との対話を
求めているが、北朝鮮が「拉致問題は解決済み」
との立場をあらためない限り難しい。

一方、北朝鮮にとってはまず、第 1 の課題であ
る核ミサイル問題については日本が受け入れられ
るような状況にはない。既述の通り金与正副部長
は「正当防衛権」を受け入れるよう求めたが、日
本として到底受け入れられるはずはない。第 2 の
課題である拉致問題についても「すでに解決済み」
との立場をあらためていない。そして第 3 の課題
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である韓国の姿勢は既述の通りである。このよう
に北朝鮮側の課題もすべて日朝関係を進めるため
の条件は整っていないのである。

日本の北朝鮮政策は 4 つの動機と 3 つの要因に
よって規定される構造にあるが、北朝鮮への働き
かけ方はそのときの日本の政権が 4 つの動機をど
の程度重視するかにかかっていると言ってよい。
そして、かりに時の政権が北朝鮮との関係構築を
目指すのであれば、単に北朝鮮への働きかけだけ
でなく、第 1 の要因である国際環境、第 2 の要因
である韓国に対して積極的に働きかけ、日本を後
押しする雰囲気を作らなければならないし、同時
に日本の国民世論が日朝関係の正常化を受け入れ
られるように説得する必要がある。

その一方、北朝鮮にとっての第 1 の課題である
核ミサイル問題、第 2 の課題である拉致問題は、
日本にとっての第 1 の要因、第 3 の要因と密接不
可分の関係にある。北朝鮮が自らの課題を解消し
ない限り日本にとっての要因は整わない。

しかし、北朝鮮にとっての第 3 の要因である韓
国については、日本の第 2 の要因であり、北朝鮮
の第 1、第 2 の課題が解消されれば、日本が自ら
の第 3 の要因を整えるべく働きかけるだろうし、
韓国もそれに応じるものと思われる。だからこそ
北朝鮮に第 1，第 2 の課題を解消する覚悟が求め
られるのである。日本が自主的に北朝鮮との関係
を構築しようと思うのであれば、日本は北朝鮮に
とっての 5 つの動機を理解し、そこに働きかけて
北朝鮮に姿勢変化を求め、同時に日本にとっての
3 つの要因への積極的な働きかけによって環境を
整えることが必要不可欠なのである。
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